










「介護施設等外国人留学生支援事業」実施スケジュール

県内介護施設等 県内在住外国人

令
和
９
年
度

・面接希望施設リスト提出
（中旬）

・受入施設からの支援による日本
語学習開始（～３月）

〈４月〉

・留学生候補者リスト受領
（上旬）

施設
募集

〈５～６月〉
・県内在住外国人向け説明会
（～７月上旬）

マッチング

令

和

８

年

度

〈８月〉

・介護施設等向け説明会の開催
（対面，オンラインそれぞれ
開催）

・参加施設募集案内等送付

〈10月〉

候補
者

募集

〈３月末〉

・施設応募締切(７月末)

日本
語

学習

８月下旬

・県内日本語学校卒業

〈９月〉

・受入留学生の県内日本語学校
学費・居住費支払

・候補者募集締切（７月下旬）

〈８月〉

〈４～７月〉

・面接希望留学生リスト提出
（中旬）

・候補者募集開始
（募集期間は，
介護施設等募集と
同時）

・施設ＰＲリスト受領
（上旬）

〈３～４月〉

・受入留学生の居住先決定・
居住費支払い

・受入留学生の県内日本語学校
学費・居住費に係る県補助金
交付手続き

〈４月～〉
・介護福祉士養成施設での学習
開始

・受入留学生と受入施設で協定の締結（９月上旬）

居住
費

支援



県内介護施設等による「介護施設等外国人留学生支援事業」への
参加応募～介護施設等の支援による日本語学習開始までの流れ

１ 参加を希望する介護施設等は，「様式２-１ ＰＲ資料（受入施設用）」を作成し，期限までに，県に
「提出鑑」とともに提出する。

２ 応募締切後，県は，留学生の提出した「参加申込書」を各応募介護施設へ，介護施設の提出した
「PR資料」を各応募留学生へ提供。
（応募留学生は，介護施設から提出のあったPR資料を基に，面接を希望する介護施設を選定。）

３ 介護施設と留学生のマッチング面接（８月下旬）

（介護施設・留学生（日本語学校）・留学生が進学を希望する介護福祉士養成施設との面接を実施）

４ マッチング後，介護施設等とマッチングした留学生との間で，県が示したひな型を参考に協定書を
締結する。

また，介護施設等は，マッチングした留学生が在籍する県内日本語学校，留学生が進学を希望する
介護福祉士養成施設の三者で協議の上，県が示したひな形を参考に協定書を締結。

５ マッチングした留学生の学費・居住費の支払い
・ 県内日本語学校の学費及び在学中の居住費

（４～３月の12ヶ月分／支払いが10月以降でも良い分については，随時支払い）
※ 支払先（県補助金申請のため，領収書等を保管してください。）

県内日本語学校の学費 →   未納分は，県内日本語学校へ，既納分は支払いを行った
者（留学生等）へ支払い

居住費 →   未納分は，県内日本語学校（寮の場合）または居住先の貸主等へ，既納分
は，支払いを行った者（留学生等）へ支払い

６ 介護施設等の支援開始
（留学生は，（引き続き，）県内日本語学校で日本語学習の実施。）



【参考】PR資料（介護施設が作成するもの）

一時間あたり 円

学費 円/月 居住費 円/月

一時間あたり 円

居住費 円（年額）

円以内（年額）

年額 円（一年目）

施設からの補助

給料

修学資金貸付金

プログラム４年目以降（2028年４月）〜    《介護施設就労以降》

仕事内容

施設からの補助

住居(住所等予定)

給料

勤務日数

800,000

仕事内容
（アルバイト）

住居(住所等予定)

住居(住所等予定)

給料

プログラム２年目〜３年目（2027年４月〜2029年３月）    《介護福祉士養成施設在籍時》

施設からの補助
交通費： 有 ・ 無   その他：

様式２−１ ＰＲ資料（受入施設用）

プログラム１年目（2026年４月〜2027年３月）    《日本語学校在籍時》

仕事内容
（アルバイト）

施設名

住所

学生へのメッセージ

（施設・職員等の写真）



（施設・職員等の写真）

821 円

学費 50,000 円/月 居住費 30,000 円/月

821 円

居住費 円（年額）

円以内（年額）

年額

学校の住所 鹿児島県鹿児島市■■３丁目１−１

No.
施設名 特別養護老人ホーム ▲▲苑

1

住所 鹿児島県姶良市▲▲１番地

施設からのメッセージ

医療・介護サービスを提供する施設です。病気やケガで日常生活が
十分でない高齢者にリハビリ等を行い、ご自宅で生活を送るお手伝
いをします。地域とのつながりを大切に。家族や社会に喜ばれ感謝
され、何より利用者の笑顔がやりがいとなるお仕事です。

プログラム１年目（2025年４月〜2026年３月）

通う学校 円山日本語学校

仕事内容
（アルバイト）

居室内清掃、食堂清掃、お茶入れ、洗濯物片付け、配膳、シーツ交換、トイレ介助、おむつ交換、入浴準備・誘
導、行事参加、グループワーク参加

住居 鹿児島県鹿児島市■■１丁目１−１

給料 一時間あたり

施設からの補助

プログラム２年目〜３年目（2026年４月〜2028年３月）

通う学校 鹿児島福祉専門学校

学校の住所 鹿児島県鹿児島市○〇５丁目10-10

仕事内容
食事介助、入浴介助、入浴後着脱介助、水分チェック、口腔ケア、カンファレンス参加、行事計画立
案、グループワーク立案、記録（身体チェック・水分量・日誌）

仕事内容
（アルバイト）

居室内清掃、食堂清掃、お茶入れ、洗濯物片付け、配膳、シーツ交換、トイレ介助、おむつ交換、入浴準備・誘
導、行事参加、グループワーク参加

住居 鹿児島県鹿児島市◎◎４丁目１−21

給料 一時間あたり

施設からの補助 360,000

修学資金貸付金 800,000

プログラム４年目以降（2028年４月）〜

施設からの補助

住居 鹿児島県姶良市▲▲900番地

給料 2,550,000 円（一年目）

勤務日数 月休み8〜９日、勤続６ヶ月〜１年目より業務習熟度次第で夜勤開始（月に夜勤５〜６日）



【参考】PR資料を提出する際の提出鑑

 

「令和８年度介護施設等外国人留学生支援事業」 

応募について（提出鑑） 

 
 
県が実施する「令和８年度介護施設等外国人留学生支援事業」に応募したいの

で，別添「ＰＲ資料」とともに申込みます。 

 
 
御担当者情報 

（1）介護施設等名（                       ） 

（2）御提出者所属（                       ） 

（3）御提出者職・氏名（                      ） 

（4）御提出者連絡先情報 

   ・ 電話番号：（              ） 

  ・ Email アドレス：（                     ） 

（5）貴施設において対応可能な留学生数（    ）名 

  ※ ２名以上の数字で，学費・居住費の支給（一旦支給後，年度末に県が支

給額の 1/2 を補助金として交付予定）や在学中のアルバイト受け入れも踏

まえ，対応可能な人数を記載願います。 

 



【参考】応募留学生提出資料（表）

「2026 年度 介護施設等外国人留学生支援事業」参加申込書 
 

記入日：    年  月  日   

 

１ 申込者情報                  注意事項：「記入上の注意」を参照して正確に記入してください。   

 

２ 家族構成 

氏名 続柄 年齢 同居・別居 

    

    

    

    

 

３ 学歴（中等教育以上から最終学歴まで全て記載） 

 

フ リ ガ ナ  

 

 
   

 

   （写真貼付） 

 

  縦 4.5 ㎝ 

   ×横 3.5 ㎝ 

 

６か月以内に撮影したもの 

 

 

 氏   名 

 

 

生 年 月 日  年   月   日生 

年   齢  歳（２０２６年４月２日現在） 

現 住 所 

 

 

 

連 絡 先 

本人電話：（                 ） 自宅 ・ 携帯 
 

そ の 他：（                 ）［          ］ 

 日本滞在中 

の 

 母国連絡先 

 氏名 

 

 

 
続柄 

 

 住所 

 

 

 

電話 

 

 

 

現 所 属 
 

 

入学年月 卒業年月 学校名 学部・学科・専攻 

    年  月     年  月   

    年  月     年  月   

    年  月     年  月   



４ 職歴 

 

５ 志望動機・自己ＰＲなど 

 

６ 免許・資格  ※「５ 志望動機・自己ＰＲなど」に記載した日本語関係資格は記入不要 

 

入社年月 退職年月 企業名 業務内容 

    年  月     年  月   

    年  月     年  月   

志 望 動 機 

 

 

 

 

 

 

 

自 己 Ｐ Ｒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 語  学 

 

（1）日本語力 ：【    】 ※ 以下Ａ～Ｄのうち，一つ選んで記入 

      Ａ 議論ができる      Ｂ 日常会話程度 

      Ｃ あいさつ程度      Ｄ ほとんどできない 

 

（2）日本語関係資格 

資格名：（                                ） 

取得年月（     年   月）  

※ 他にもある場合は，免許・資格欄に記入してください。 

（3）他外国語 

   語学：（        ） 語学力：【    】 

※上記Ａ～Ｃのうち一つ選んで記入 

長所・短所 
（1）長所：（                             ） 

（2）短所：（                             ） 

 趣     味  

訪 日 歴  

取得年月 免許・資格名 

    年  月  

    年  月  

    年  月  

【参考】応募留学生提出資料（裏）





 

介護施設等留学生支援事業に係る協定書（ひな型） 

 

≪受入施設名≫（以下「甲」という。），≪県内日本語学校名≫（以下「乙」という。）及び≪介護福祉士養成施設名≫（以下「丙」

という。）は，相互の協力により「鹿児島県介護施設等留学生支援事業」を円滑に実施することを目的にこの協定を締結し，信義に従

い誠実にこれを履行するものとする。 

 

（協力事項） 

第１条 甲，乙及び丙の間で連携体制を確立し，次の事項について相互に協力するよう努める。常に相互の信頼関係維持に努め，問題

発生時は協議の上対応を決めることとする。 

 

１．日本語教育，日本文化習得の支援 

２．介護に関する知識習得の支援 

３．定着のための支援 

４．相互相談体制の確立，情報の共有 

５．充実した日本生活のためのサポート 

 

（事業の課題対応） 

第２条 留学生が乙又は丙に在籍している期間に，進学・進級を取り止める意思を明らかにするか，乙又は丙を退学・休学する，又は

失踪する等により本事業から離脱した場合等，事業の遂行にあたって生じた課題については，次のとおり対応する。 

 

（１）県内日本語学校在籍時 

① 留学生が乙に在籍している期間に本プログラムから離脱した場合，原則として，乙は甲から支払われている留学生の学費・居住

費補助額の返還を要しない。ただし下記ア，イに掲げる場合を除く。なお，甲は留学生に対し，負担した学費・居住費補助額につ

いて返還を求めることができる。 

 

ア 留学生が本プログラムから離脱した原因が，乙にあることが明らかである場合，乙は補助の全額を受入施設に返還する。 

イ 乙は，留学生の離脱が明らかになった翌月以降の月数に応じた学費・居住費補助について，乙の定める規則等に則り甲に返還

するなど，甲の負担軽減に協力する。 

② 留学生に対する日本語教育について１年の課程を修了したものの，本事業が求める水準（ＪＬＰＴのＮ２相当）に達しないまま

丙に進学する場合は，できるだけ早く水準に達するよう，乙の責において留学生を支援する。 

 

  

 

（２）県内介護福祉士養成施設在籍時 

丙が甲から留学生の居住費補助額を支払われている場合に，留学生が在籍中に本事業から離脱した場合は，原則として，甲から

支払われている留学生の居住費補助額の返還を要しない。ただし下記アに掲げる場合を除く。なお，甲は留学生に対し，負担した

居住費補助額について返還を求めることができる。 

ア 留学生が本プログラムから離脱した原因が，丙にあることが明らかである場合，丙は補助の全額を受入施設に返還する。 

イ 丙は，留学生の離脱が明らかになった翌月以降の月数に応じた居住費補助を甲に返還するなど，甲の負担軽減に協力する。 

 

（守秘義務・秘密保持） 

第３条 甲乙丙は協定を履行する上で，知り得た情報及び相手方の秘密情報に対し守秘義務を負い，第三者に開示，漏洩または協定の

目的以外に利用してはならないものとする。 

 

（権利義務の譲渡禁止） 

第４条 甲乙丙は，本協定により生ずる権利義務の全部又は一部を書面による承諾を得ないで，第三者に譲渡もしくは担保の用に供し

又は承継させることはできない。 

 

（協定の変更） 

第５条 本協定を変更する場合は，甲乙丙の記名捺印のある署名により行う。 

 

（規定外事項） 

第６条 本協定に定めのない事項が生じたとき，又は本協定の各事項の解釈につき疑義が生じたときは，甲乙丙及び鹿児島県と協議

し，誠意をもって解決する。 

 

 

  

 

    年  月  日 

 

 

 

 甲 受入施設名                         

代表者名                         

乙 県内日本語学校名                      

代表者名                      

丙 介護福祉士養成施設名                    

        代表者名                    




